
外来を受診される患者さまへ 

 

 

 

外来処方について 

・当院は院外処方箋を発行しています。 

・どこの保険薬局でもご利用になれます。 

・院外処方箋の有効期限は、発行日を含めて４日間です。 

・有効期限が切れた院外処方箋は無効となりますのでご注意ください。 

 
 

 

 

・医師が診察の際、院外処方せんを発行します。 

・診察終了時に、院外処方せんを患者さまへお渡しします。 

（医師と処方内容の確認をお願いします） 

・受け取られた院外処方箋は、順路案内票と一緒にクリアファイ

ルに入れて会計へお出しください。 

・会計終了後、院外処方せんを患者さんにお渡しします。 

・院外処方せんを受取られましたら、自分の名前などが合っている

か必ずご確認ください。 
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院外処方せんでのお薬の受取り方  

 


